
別冊１ 

雑排水管等清掃業務仕様書 
 

 
１ 業務の対象  

本業務の対象は、別表「対象団地一覧表」に掲げる本業務の発注者の賃貸住宅団地（以下「団

地」という。）における次の雑排水管（以下「雑排水管等」という）とする。 

（１）台所系統共用排水管の清掃 

（２）浴室系統共用排水管の清掃 

（３）洗濯系統共用排水管の清掃 

（４）洗面系統共用排水管の清掃 

（５）その他の排水管（汚水・雨水等）の清掃 

を対象とし、具体の清掃範囲は発注者が指示する。 

 
２ 適用法令等 

本業務は、この仕様書に定めるもののほか、「建築物における衛生的環境の確保に関する法律

（建築物衛生法）」（昭和 45 年４月 14 日法律第二十号）、その他関係法令により実施するものと

する。 

 
３ 業務の内容 

本業務の受注者は、雑排水管等（第一桝までの雑排水が流入する共用横引管・横主管を含む）

の排水不良や詰まりの未然防止・解消を目的として、発注者からの注文書による発注指示に基

づき、雑排水管等の清掃業務を本仕様書の定めるところにより実施するものとする。 

（１）排水不良や詰まりの未然防止を目的として発注するもの 

なお、発注者は、対象となる団地、対象となる雑排水管等の種類、数量、履行期限等の内容

を注文書により発注指示し、受注者は、この指示に基づき本業務を実施するものとする。 

（２）排水不良や詰まりの解消を目的として発注するもの 

発注者は、発生の都度、対象となる団地、その内容等を発注指示し、受注者は、この指示に

基づき本業務を実施するものとする。なお、指示を受けた時点より速やかに現地に到着し、作

業に着手するものとする。 

 
４ 用語の定義 

  当該仕様書において使用する用語の定義は、次の各号に定めるところによる。 

（１）管理技術者とは、業務実施上の管理をつかさどる責任者のことをいい、受注者と雇用関係

があり、排水管清掃作業監督者の資格を有する者であること。 



（２）作業従事者とは、管理技術者のもとで雑排水管等清掃業務を担当する者であって、受注者

が定めたものを言う。 

 
５ 業務の実施等 

（１）実施日程表等 

受注者は、業務実施に先立ち、あらかじめ次の内容について発注者と協議及び調整を行い、

「実施日程表」（別添様式１）、「実施体制表」（別添様式２）、「連絡先一覧表」（別添様式３）を

提出し、その承諾を受けるものとする。 

なお、提出した内容に変更が生じる場合は、速やかに発注者に報告するものとする。 

① 高圧洗浄車等作業車両の搬入経路、駐車場所に関すること。 

② 居住者対応（周知方法、安全対策等）に関すること。 

③ 緊急時の対応及び連絡体制に関すること。 

④ 官公庁その他機関への諸手続き（道路使用許可申請等）に関すること。 

⑤ その他発注者が必要と認める事項。 

（２）業務の実施時間等 

受注者は、原則として、月曜日から土曜日の午前９時 00 分から午後５時 00 分において行う

ものする。ただし、発注者の承諾を受けて、次の業務を実施する場合については、この限りで

はない。 

① 緊急対応、応急措置等を実施する場合 

（３）業務の実施 

① 業務の工程 

受注者は、業務の工程について、「実施日程表」を標準として実施すること。 

② 事前打合せ等 

受注者は、作業着手前に発注者と打合せを行い、発注者の発注指示に基づき作業を実施す

ること。 

③ 使用機材等 

受注者は、業務の実施に当たり、必要な使用機材等を備えること。 

④ 緊急時の対応 

受注者は、作業中、作業完了後の排水状態確認時に不具合（漏水等）が生じた場合は、た

だちに応急措置を講じるとともに、速やかに発注者に報告すること。 

⑤ 作業保証 

作業完了後、１年の間に排水不良や詰まりが生じた場合は、発注者からの指示に基づき、

受注者の負担により排水不良等の解消のための作業を実施すること。また、機構及び居住者

の所有物を汚損・破損等した場合には、発注者に報告するとともに、受注者の負担により原

状回復及び補償を行うこと。ただし、居住者の過失（異物の混入等）及び雑排水管等の構造



や木の根の障害等を除くものとする。 

（４）作業内容 

① 雑排水管等の洗浄については、高圧洗浄により行う。高圧洗浄用ポンプの仕様について

は、プランジャーポンプとし、ポンプ能力は常用吐出圧力 20MPa、常用吐出水量 40L/min 以

上であること。 

② 高圧洗浄に使用するホースについては、耐圧被覆巻ホースとする。なお、これが使用で

きない場合は、発注者と協議する。 

③ 作業中に異常な箇所を認めた場合は、速やかに発注者と処置方法を協議し発注者の指示

に従うこと。 

（５）作業範囲 

  原則として、作業を行う範囲は以下のとおりとする。 

① 共用排水管は竪管、共用横引管・横主管は第一枡まで 

② その他の排水管は、別途発注者が指示する。 

（６）作業で使用する洗浄水 

  団地内に発注者設置の共用水栓がある場合はこれを使用するものとし、これにより難い場合 

は、別途、発注者と協議するものとする。 

（７）高圧洗浄車等の駐車場所等 

受注者は、業務の実施に当たり、高圧洗浄車等については原則として敷地内に駐車するもの

とし、駐車場所については発注者と協議の上定めるものとする。 

なお、敷地内に適切な駐車場所がない場合は、発注者と協議の上、受注者により作業に必要

な官公庁その他機関への諸手続き（道路使用許可申請等）を行うこととし、その費用について

は原則として発注者負担とする。 

また、一部の団地において、やむを得ず高圧洗浄車等を敷地外に駐車する場合において、警

備員の配置が必要となる場合は発注者と協議するものとし、その費用については原則として発

注者負担とする。 

（８）遵守義務 

受注者は、発注者の指示に従い業務を実施しなければならない。 

 
６ 管理技術者の業務等 

受注者は、管理技術者を定め、その氏名を発注者に通知するものとする。 

また、管理技術者は、業務着手前の発注者との打合せ、作業中及び作業完了後の発注者への

報告、その他協議等を行うものとする。また、発注者の指示に従い、作業従事者等に対し、業

務実施に係る安全対策等の指導、徹底を図るものとする。 

 
７ 安全対策 



（１）作業現場では、使用器材等の整理整頓を行い、事故防止に努めること。また、作業完了後

は、使用器材等を直ちに持ち出し、完全に後片付けを行うこと。 

（２）作業現場からの落下物又は飛散物によって、周辺に危険をおよぼすおそれがある場合は、

関係法規に従い危険の予防措置を講じること。 

（３）作業中に作業以外の部分を汚損又は損傷させないよう、適切な保護又は養生を行うこと。 

（４）業務の履行に際しては、団地内居住者、通行者の安全に配慮し、特に子供、高齢者の歩行

及び夜間の歩行等に支障の無いように、予防措置を講じること｡なお、一部の団地において、

やむを得ず人通りの激しい場所に洗浄ホースを横断させる等、誘導員等の配備が予防措置を

講じた範囲を超えて必要になる場合の費用の負担については、別途発注者と協議するものと

し、その費用について原則として発注者負担とする。 

（５）作業用車両（特に高圧車）の敷地内走行に際し、周囲に対する注意を十分払うこと。 

（６）作業用車両（特に高圧車）の排気、騒音、振動などで敷地内構築物、樹木、居住者などに損

害を与えないように適切な保護、養生を講じること。 

（７）駐車中の作業用車両（特に高圧車）及び使用器材置場の周辺には、関係者以外の出入りが

出来ないように必要な措置を講じること。 

（８）一部の団地において、足場の設置等作業員の安全確保のために通常の仕様の範囲を超えた

対策が別途必要になる場合の費用の負担については、別途発注者と協議するものとする。 

 
８ 応急措置等 

受注者は、業務実施に当たり、非常事態が発生した場合は、ただちに作業を中止し、応急措

置を講じるとともに、発注者に報告するものとする。 

 
９ 業務の報告 

（１）業務完了の報告 

受注者は、業務が完了したときは、「業務完了報告書」（別添様式４）を団地毎にまとめ、発

注者に報告するものとする。また、発注者から報告内容に基づく実施状況の確認を求められた

場合には、受注者は速やかに対応すること。 

（２）作業完了の確認 

① 共用竪管、共用横引管、横主管作業 

排水テスト等を実施して、排水が正常であると認められる場合には、作業従事者の確認印

を押印し、「業務完了報告書」とともに提出すること。 

また、作業写真については、別紙「雑排水管等清掃業務写真撮影要領」に基づき撮影し、

発注者と別途協議した内容で提出するものとする。撮影は、少なくとも作業を行った１建物

につき１共用管について行うこととする。 

なお、共用管の異常が疑われる場合又は受注者の業務実施に伴う機構及び居住者の所有物



の汚損・破損が発生した場合には、当該管の内部写真を内視鏡で撮影するものとし、内視鏡

撮影を発注者が指示した場合又は撮影の結果共用管の異常の原因が経年劣化による場合の撮

影に要する費用の負担については、別途発注者と協議の上、原則として発注者負担とする。 

 
10 居住者への周知等 

（１）受注者は、業務の実施に当たり、事前にその掲示内容について発注者と協議の上、「業務名

称」、「管理技術者名および作業従事者名」、「作業内容」、「実施日程」、「連絡先」及び「注意事

項」等を記載した文書を掲示板に掲示する。なお、掲示した文書は、当該業務が完了した後、

速やかに剥し、処分すること。 

（２）受注者は、業務の実施に当たり、当該団地の管理主任に実施日程を事前に連絡し、居住者

等とのトラブル防止に努めること。また、自治会等がある場合にも実施日程を連絡すること。 

その後、作業予定日から１週間以上前に全ての住戸の玄関ポストにチラシ等により上記（１）

の内容及び作業日時を周知すること。なお、作業日時に変更が生じる場合は、速やかに当該

居住者に連絡を行うこと。 

（３）居住者等から、作業に関する苦情があった場合、遅滞なくその内容ついて、発注者に報告

し協議すること。 

（４）受注者は、管理技術者および作業従事者が作業を実施するために団地内に立ち入る際、作

業着、腕章又は名札等身分を明らかにするものを着用させるほか、専用排水管の作業に伴い

住戸内に立ち入る際には、服装、言動及び行動に十分注意を払わせるものとする。 

 
11 緊急出動体制について 

受注者は業務実施団地の雑排水管等において、排水不良や詰まり等の異常が発生した場合に

は、緊急出動する体制を整えておくこと。作業範囲は、異常の原因究明及び緊急の復旧作業と

し、出動した場合、受注者は発注者に対して緊急出動の結果を速やかに報告すること。 

なお、清掃作業実施後１年以内の作業保証期間中の排水管等に係る清掃等費用（出動費用を

含む）については、受注者の負担とし、それ以外の場合は、発注者及び受注者で協議のうえ、

別添様式５に定める単価契約を締結するものとする。 

 
12 その他 

受注者は、本仕様書に疑義が生じた事項については、発注者と協議するものとする。 

 
以 上  

 

 

 



別表    対象団地一覧表 

別添様式１ 実施日程表 

別添様式２ 実施体制表 

別添様式３ 連絡先一覧表 

別添様式４ 業務完了報告書 

別添様式５ 単価契約書（案） 

  



別紙 

 
雑排水管等清掃業務写真撮影要領 

 
１ 雑排水管等清掃業務に係る作業写真の撮影基準 

写真には作業日を必ず記載し、作業内容が明確に確認できるように撮影すること。なお、寸

法の確認が必要なときは、添尺等を用いて撮影を行う。 

 
２ 作業写真の種類 

電子媒体（デジタルカメラ）又はフィルム媒体とする。ただし、事故災害等、緊急を要する

場合は、スマートフォン等のカメラを使用も可能とする。 

 
３ 電子媒体の使用に関する規定は次による 

（１）電子媒体（デジタルカメラ）による写真については、必要な文字、数値等の内容が判読で

きる機能、精度を確保できる撮影機材を用いるものとする。 

（２）記録する作業写真の属性情報は、提出時における有効画素数を 500 万画素以上とし、プリ

ンターはフルカラー300dpi 以上、インク・用紙等は顕著な劣化が生じないものとする。ただ

し、これ以外の電子媒体の場合については、担当職員の承諾を得るものとする。 

 
４ 作業写真の整理方法 

作業写真は、フィルムの場合はＬ版でプリントとし、写真帳（Ａ４版アルバム）に写真内容

がわかるようにコメントを付けて整理する。電子データの場合は、Ａ４判用紙にプリント（Ａ

４判用紙１枚に片面３カット程度とする。）する。 

 
５ 記録媒体 

  ＤＶＤ－Ｒ、ＤＶＤ－ＲＷ、ＣＤ－Ｒ、ＣＤ－ＲＷを標準とする。 

以 上 



団地名 代表住所 管理戸数 主な種類 特記事項

男山 八幡市男山竹園3番地　他 4,588 1 低中層住宅 一部高層あり

久御山 久世郡久御山町林宮ノ後21番地　他 1,213 1 低中層住宅

グリーンタウン槇島 宇治市槇島町本屋敷40番の1　他 1,134 1 低中層住宅 一部高層あり

＜種類の説明>

　１　低中層住宅 階層が～５階の住宅

　２　高層住宅 階層が６～２０階の住宅

　３　超高層住宅 階層が２１階を超える（高さ60㍍以上）の住宅

　４　市街地住宅 機構が建物の区分所有する住宅

　※　団地によっては上記1～４が複合している団地もあることから、総定数量等詳細については、入札根拠資料を参照のこと

対象団地一覧表 別表



（参考）

 　独立行政法人都市再生機構業務受託者 令和　　　年　　　月 　　日

　 株式会社ＵＲコミュニティ　京都住まいセンター

　実　施　日　程　表 受注者    住　所

 業務名称  　　 　　　  　　　  　　　  　　　  　　　  　　　  　　　  　　　                         会社名

 工　　期　  　　　

 　　　　　年　　月

 　項　　目 1      10      20   　 1      10      20     1      10      20     1      10      20   　 1      10      20     1      10  　 　20      

○○団地

○○団地

○○団地

○○団地

○○団地

○○団地

○○団地

○○団地

○○団地

○○団地

○○団地

○○団地

○○団地

○○/○○完了予定

月 月月 月 月 月

別添様式１



（参考）別添様式２ 
独立行政法人都市再生機構業務受託者 
株式会社ＵＲコミュニティ 
京都住まいセンター長      殿 

                           受注者 氏 名 
 

住 所 
 

実 施 体 制 表 

氏  名 資  格  名 経 験 年 数 備   考 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 



（参考）

○○株式会社

           ○○支社　○○支店 ＴＥＬ○○　－○○○　－○○○○

○○課課長 （携帯） ○○○－○○○○－○○○○
○○課課長代理 （携帯） ○○○－○○○○－○○○○
○○課係長 （携帯） ○○○－○○○○－○○○○
○○課係長 （携帯） ○○○－○○○○－○○○○
管理技術者 （携帯） ○○○－○○○○－○○○○

（直通） ○○○－○○○○－○○○○

協力業者名

○○○○株式会社 ＴＥＬ○○　－○○○　－○○○○

役職名 氏　　　　名 緊急連絡先（ＴＥＬ） 役職名 氏　　　　名 緊急連絡先（ＴＥＬ）
現場責任者 ○○　○○　 （携帯） ○○○－○○○○－○○○○ 現場責任者 ○○　○○　 （携帯） ○○○－○○○○－○○○○
現場担当者 ○○　○○　 （携帯） ○○○－○○○○－○○○○ 現場担当者 ○○　○○　 （携帯） ○○○－○○○○－○○○○
現場担当者 ○○　○○　 （携帯） ○○○－○○○○－○○○○ 現場担当者 ○○　○○　 （携帯） ○○○－○○○○－○○○○
現場担当者 ○○　○○　 （携帯） ○○○－○○○○－○○○○ 現場担当者 ○○　○○　 （携帯） ○○○－○○○○－○○○○

共同事業体、その他協力業者が存在する場合

連　絡　先　一　覧　表

役職名 氏　　　　名 緊急連絡先（ＴＥＬ）
○○　○○　
○○　○○　
○○　○○　
○○　○○　
○○　○○　

別添様式３



（参考）

令和        年        月        日

受  注  者                      印

下記の業務を完了しましたので報告します。

１   実施年月 令和           年          月実施分

２   業務内容 雑排水管等清掃業務

３   団 地 名 男山団地他２団地

詳細については別紙のとおり

以　　上

記

業 務 完 了 報 告 書

独立行政法人都市再生機構業務受託者 

　 株式会社ＵＲコミュニティ

　　京都住まいセンター長　　　　　殿

別添様式



（参考）別添様式４－別紙（１） 
  
 

業務完了報告書（共用管） 

 
団地名      （団地コードを入力） 

号棟番号 台所系統 浴室系統 洗面系統 備 考 印 

○○号棟 ○○号室系統 ○○号室系統 ○○号室系統 計 ヶ所  
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

      

      
      
      
      
      
      

印は作業従事者の印鑑（サイン可）とする。 
 



 

別添様式５ 

単 価 契 約 書（案） 

 

 

１ 契約の名称  団地内汚水管等緊急詰まり清掃業務（男山団地他２団地） 

２ 仕様     別紙仕様書のとおり。 

３ 履行期間   令和６年10月１日から 

令和９年９月30日まで 

４ 契約単価   別紙２単価表のとおり。 

 

発注者と受注者はＵＲ賃貸住宅雑排水管等清掃業務（男山団地他２団地）の仕様書11

に基づく上記の役務について、次の条項によりこの契約を締結する。 

 

この契約締結の証として、本書２通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各

自１通を保有する。 

 

 

  年  月  日 

 

 

発注者   住 所 

氏 名            印 

 

 

受注者   住 所 

氏 名            印 

 

 

 （総則） 

第１条 発注者及び受注者は、頭書の役務（以下「業務」という。）に関し、この契約

書に定めるもののほか、別紙１仕様書（別添の仕様書及び入札説明書等に係る質問回

答書をいう。以下同じ。）に従い、日本国の法令を遵守し、この契約を履行しなけれ

ばならない。 

２ 受注者は、頭書の履行期間（以下「履行期間」という。）中、発注者からの発注を

受けて仕様書に定められた業務を履行し、発注者はその代金（以下「請負代金」とい

う。）を支払うものとする。 

（権利義務の譲渡等） 

第２条 受注者は、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継

させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでな

い。 

（一括再委託等の禁止） 

第３条 受注者は、この契約の全部又は主体的部分を一括して第三者に委任し、又は請

け負わせてはならない。 

２ 受注者は、この契約の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、

あらかじめ、発注者の承諾を得なければならない。これらを変更しようとするときも

同様とする。 

（発注手続） 



 

第４条 発注者は、業務を受注者に発注するときは、その都度、その内容、履行期限等

を記載した発注者所定の注文書（以下「注文書」という。）を受注者に対して発行す

るものとし、受注者はこの注文書に基づき業務を履行するものとする。 

２  緊急事故受付センター－（以下「緊急センター」という。）からの指示で受注者が

本役務を履行した場合は、発注者は、緊急センターからの報告に基づき、注文書を受

注者に発行する。 

（受注者の請求による履行期限の延長） 

第５条 受注者は、天災その他の不可抗力により、注文書に指定された履行期限（以下

「履行期限」という。）内に、当該注文書に基づく業務を完了することができないと

きは、あらかじめ、発注者に届け出て、履行期限を延長することができる。ただし、

その延長日数は、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。 

（業務実施体制） 

第６条 受注者は、業務の実施に当たり、当該業務の実施体制等を記載した「実施日程

表」を作成し、発注者に提出するものとし、実施体制等の全部又は一部について変更

があった場合も同様とする。 

（担当職員等） 

第７条 発注者は、業務の実施に当たり、受注者に対して指示、承諾等を行う者（以下

「担当職員」という。）を定め、その氏名を受注者に通知するものとする。 

２ 発注者は、業務の完了検査を行う者（以下「検査職員」という。）を定め、その氏

名を受注者に通知するものとする。 

（業務実施上の注意義務） 

第８条 受注者は、業務の実施にあたる者に、業務及び作業に適した制服等を着用させ、

腕章、名札等により業務従事者であることを明らかにするものとする。 

２ 受注者は、業務の実施にあたる者に、身分証明書（顔写真入り）を所持させるもの

とし、発注者又は団地居住者から提示を求められたときには、これを提示するものと

する。 

３ 受注者は、業務の実施に当たって、住宅等の建築物、樹木等の植栽物及びその他の

工作物等の汚損又は破損を防止し、居住者等に対する危険を防止するとともに居住者

の居住環境を阻害しないよう注意するものとする。 

（諸費用等） 

第９条 受注者は、業務を実施するために必要となる備品、消耗品等を自らの費用負担

により調達するものとする。 

２ 受注者は、業務を実施するために要した諸費用を発注者に請求する場合には、領収

書又はその支出を証明できる書面を提示しなければならず、発注者は当該書面を確認

し、必要と認める金額を負担するものとする。 

（業務内容の変更、中止等） 

第10条 発注者は、必要がある場合には、業務の内容を一部変更し、若しくは業務を一

時中止し、又は業務を打ち切ることができるものとする。 

２  前項の作業の内容を一部変更し、若しくは作業を中止し、又は作業を打ち切った場

合において、受注者が損害を受けたときは、発注者はその損害を賠償しなければなら

ない。この場合の賠償額は発注者及び受注者が協議して定めるものとする。 

３ 受注者は、天災、地変、火災、天候不良等受注者の責に帰すことができない理由又

はその他の正当な理由により期間内に業務を実施することが不可能なときは、遅滞な

く発注者に届け出て、発注者の指示を受けるものとする。 

（損害の負担） 

第11条 業務の履行に関して生じた損害（第三者に及ぼした損害を含む。）は、受注者

の負担とする。ただし、その損害が発注者の責めに帰すべき理由によるものである場



 

合には、発注者が負担するものとする。 

（物価の変動等に基づく契約単価の改定） 

第12条 賃金、材料等の価格等に変動があり、第15条第１項の単価表の額が不相当とな

ったときは、発注者と受注者とが協議の上、これを改定することができる。 

（検査） 

第13条 受注者は、注文書に基づく業務が完了したときは、遅滞なく、その旨を発注者

に通知しなければならない。 

２ 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、その日から起算して10日以内に

業務の完了を確認するための検査を行わなければならない。ただし、緊急センターか

らの指示の場合は、業務の履行後直ちに緊急センターに届け出し、後日発注者に届け

出て検査を受けるものとする。 

３ 前項の検査を受けるため通常必要な経費は、特別な定めがある場合を除き、すべて

受注者の負担とする。 

４ 第２項の検査に合格した日をもって、注文書に基づく業務が完了したものとする。 

５ 受注者は、業務が第２項の検査に合格しないときは、発注者の指定する日までに業

務をやり直して発注者の検査を受けなければならない。この場合、検査については、

前各項の規定を準用する。 

（修補等） 

第14条 受注者は、前条第４項に規定する業務完了の日から１年の間に、業務に起因す

る水漏れ等の異常が発生した場合には、受注者の負担により修補等の対応を行うもの

とする。 

（請負代金の支払い） 

第15条 受注者は、第13条第２項の検査に合格したときは、別紙２の単価表に基づき算

定した請負代金を発注者に請求することができる。 

２ 受注者は、請負代金については、当月分を取りまとめ、翌月１日以降その支払請求

書を発注者に提出するものとし、発注者は、当該請求書を受理した日から起算して30

日以内に、これを受注者に支払うものとする。 

３ 発注者がその責めに帰すべき理由により第13条第２項又は第５項の検査を行わな

いときは、その期間を満了した日の翌日から当該検査を行った日までの日数は、前項

の期間（以下「約定期間」という。）の日数から差し引くものとする。この場合にお

いて、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定

期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。 

（発注者の任意解除権） 

第16条 発注者は、次条又は第18条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を

解除することができる。 

２ 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、受注者に損害を及

ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。この場合における賠償額は、発

注者と受注者とが協議して定めるものとする。 

 （発注者の催告による解除権） 

第17条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当する場合は、相当の期間を定め

てその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することがで

きる。  

一 第２条の承諾を得ずに又は虚偽の申請により承諾を得てこの契約を第三者に承

継させたとき。 

二 正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。 

三 履行期限内又は履行期限経過後相当の期間内に注文書に基づく業務を完了する

見込みがないと認められるとき。 



 

四 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。 

（発注者の催告によらない解除権） 

第18条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を

解除することができる。 

 一 第２条の規定に違反して債権を譲渡したとき。 

二 受注者がこの契約の債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。 

三 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履

行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をし

た目的を達することができないとき。 

四 契約の成果物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に

履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履

行をしないでその時期を経過したとき。 

五 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催

告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが

明らかであるとき。 

六 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77号）

第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。）又は暴力団員

（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第６号に規定する暴力

団員をいう。以下この条において同じ。）が経営に実質的に関与していると認めら

れる者に債権を譲渡したとき。 

七 第20条の規定によらないで、この契約の解除を申し出たとき。 

八  受注者が次のいずれかに該当するとき。 

イ  役員等（受注者が個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与してい

る者を、受注者が法人である場合にはその役員、その支店又は常時業務の契約を

締結する事務所の代表者その他経営に実質的に関与している者をいう。以下この

号において同じ。）が暴力団又は暴力団員であると認められるとき。 

ロ  役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害

を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしていると認められ

るとき。 

ハ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する

など直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与してい

ると認められるとき。 

ニ  役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用する

などしていると認められるとき。 

ホ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると

認められるとき。 

ヘ 再委託契約その他の契約にあたり、その相手方がイからホまでのいずれかに該

当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。 

ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の

相手方としていた場合（ヘに該当する場合を除く。）に、発注者が受注者に対し

て当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。 

 九 第22条の２第１項各号の規定のいずれかに該当したとき。 

 十 ＵＲ賃貸住宅雑排水管等清掃業務（男山団地他２団地）に係る単価契約が解除さ

れたとき。 

（発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限） 

第19条 第17条又は前条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるもの

であるときは、発注者は、前２条の規定による契約の解除をすることができない。 



 

（受注者の解除権） 

第20条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行

の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。た

だし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念

に照らして軽微であるときは、この限りでない。 

（受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限） 

第21条 前条に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受

注者は、前条の規定による契約の解除をすることができない。 

（発注者の損害賠償請求等） 

第22条 発注者は、受注者が履行期限内に注文書に基づく業務を完了することができな

いときのほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であると

きは、これによって生じた損害の賠償を請求することができるものとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償

に代えて、受注者は、契約単価に予定数量を乗じた額（この契約締結後、契約単価又

は予定数量の変更があった場合には、変更日以後の期間については変更後の契約単価

又は予定数量をいう。次条において同じ。）の10分の１に相当する額を違約金として

発注者の指定する期間内に支払わなければならない。 

一 第17条又は第18条の規定によりこの契約が解除されたとき。 

二 受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受

注者の債務について履行不能となったとき。 

３ 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第２号に該当する場合とみ

なす。 

 一 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法（平成16年法

律第75号）の規定により選任された破産管財人 

二 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法（平成14

年法律第154号）の規定により選任された管財人 

三 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法（平成11

年法律第225号）の規定により選任された再生債務者等 

４ 第１項において発注者が業務の遅延に係る損害賠償を請求する場合の請求額は、遅

延日数に応じ、同項の注文書に基づく請負代金に対し、年（365日当たり）３パーセ

ントの割合で計算した金額を請求することができるものとする。 

（談合等不正行為があった場合の違約金等） 

第22条の２  受注者が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注

者の請求に基づき、契約単価に予定数量を乗じた額の10分の１に相当する額を違約金

として発注者の指定期間内に支払わなければならない。 

一  この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭

和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。）第３条の規定に違反し、又は受

注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第８条第１項第１号の規定に違

反したことにより、公正取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第７条の２第１項

（独占禁止法第８条の３において準用する場合を含む。）の規定に基づく課徴金の

納付命令（以下「納付命令」という。）を行い、当該納付命令が確定したとき（確

定した当該納付命令が独占禁止法第63条第２項の規定により取り消された場合を

含む。）。 

二  納付命令又は独占禁止法第７条若しくは第８条の２の規定に基づく排除措置命

令（これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体（以下「受注

者等」という。）に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したもの

をいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが



 

確定した場合における当該命令をいう。次号において「納付命令又は排除措置命令」

という。）において、この契約に関し、独占禁止法第３条又は第８条第１項第１号

の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。 

三  前号に規定する納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第３条

又は第８条第１項第１号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違

反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期

間（これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が受注者に対し納付命令を

行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当

該違反する行為の実行期間を除く。）に入札（見積書の提出を含む。）が行われたも

のであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。 

四  この契約に関し、受注者（法人にあっては、その役員又は使用人を含む。）の刑

法（明治40年法律第45号）第96条の６又は独占禁止法第89条第１項若しくは第95条

第１項第１号に規定する刑が確定したとき。 

２  受注者が前項の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、

当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年３パーセントの割合

で計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。 

（受注者の損害賠償請求等） 

第23条 発注者の責めに帰すべき理由により第15条第２項の規定による請負代金の支

払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年（365

日当たり）2.5パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求す

ることができる。 

（賠償金等の徴収） 

第24条 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金、違約金その他の金銭債務を発注者

の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定

する期間を経過した日から請負代金支払いの日まで年（365日当たり）３パーセント

の割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき請負代金とを相殺し、なお

不足があるときは追徴する。 

２ 前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数につき年（365日当た

り）３パーセントの割合で計算した額の延滞金を徴収する。 

（適用法令） 

第25条 この契約は日本法に準拠し、これに従い解釈されるものとする。この契約によ

り、又はこの契約に関連して発生した債権債務については、この契約に定めるもの以

外は、民法の規定を適用するものとする。 

（管轄裁判所） 

第26条 この契約及びこの契約に関連して発注者と受注者との間において締結された

契約、覚書等に関して、発注者と受注者との間に紛争を生じたときは、頭書の発注者

の住所を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。 

（契約外の事項） 

第27条 この契約に定めのない事項又は疑義を生じた事項については、発注者と受注者

とが協議して定めるものとする。 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

別紙１ 

 

団地内汚水管等緊急詰まり清掃に関する仕様書 

 

１ 受注者は、発注者又は緊急センターから本役務の発注を受けたときは、直ちに本

役務の履行に取りかかること。 

２ 作業を行う際には、安全には十分注意し、作業中、居住者等とのトラブル及び事

故の無いよう十分注意すること。 

  なお、作業に伴い発生した事故については、発注者に速やかに報告するとともに、

その責任において処置すること。 

３ 作業終了後、発注者又は緊急センターに速やかに終了の報告を行うこと。 

４ 請負代金を請求する際には、以下の書類等を併せて提出すること。 

 (1)  完了届（事務所出発時刻、現場到着時刻、作業終了時刻を記入したもの） 

 (2)  作業場所を明示した図面 

 (3)  現場写真（作業日時を明示した、作業前及び作業後の現場の状況並びに詰まり

の原因を撮影したもの） 

（4）有料駐車場料金、有料道路通行料の領収書（経済的な経路の利用、団地内業務用

駐車場等への駐車を原則とするが、やむなく使用した場合のみ） 
５ 作業場所から事務所までの帰路の移動時間は、原則として往路と同様とする。 

６ 芝生地その他車両の乗り入れを禁止している場所には、作業車の乗り入れを禁止

する。ただし、本役務を履行するために止むを得ない場合は、十分養生を行い乗り

入れるものとする。 

７ この仕様書に記載がない事項については、発注者及び受注者が協議して定めるも

のとする。 

 

以 上



 

別紙２ 

 

団地内汚水管等緊急詰まり清掃業務（男山団地他２団地）単価表 

  

（税抜） 

 
通算 

発注回数 

移動単価 

（1回あたりの単価） 

通算発注回数

× 

１回あたりの

作業時間 

作業単価 

(１時間当たりの

単価) 

通常時 

（住まいセンター営業時間中） 
回 円 時間 円 

時間外対応 

（深夜を除く住まいセンター営業時間外） 
回 円 時間 円 

深夜 

（午後 10 時から翌日午前 5 時まで） 
回 円 時間 円 

※通算発注回数及び１回あたりの作業時間については、目安であり、発注を確約するも

のではない。 

※１回の出動ごとに算出した合計額の１円未満の端数は切り捨てる。 

                                     

                                      
           
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          

         



 別冊２  

 

 

 

 

ＵＲ賃貸住宅雑排水管等清掃業務 

（男山団地他２団地） 

 

技術資料等作成様式集 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

独立行政法人都市再生機構業務受託者 

株式会社ＵＲコミュニティ 京都住まいセンター 
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（様式１） 

 

本競争に必要な「役務提供」の登録状況（申請日時点）：以下、該当箇所の□をチェック及び記載のとおり 

□申請中⇒□新規又は更新 □工種等又は地区追加（該当する場合、登録番号を記載） 

□済⇒有資格者名簿等の該当部分を提出又は登録番号を記載 

 

競争参加資格確認申請書 

 

                 
                                                    令和    年    月    日 

   

    独立行政法人都市再生機構業務受託者 

  株式会社ＵＲコミュニティ 京都住まいセンター 

         センター長  尾上 将之  殿 

 

                                           住        所 

                                           商号又は名称 

                                           代表者氏名                                    

 

令和６年４月 10 日付で公示のありましたＵＲ賃貸住宅雑排水管等清掃業務（男山団地他２団

地）に係る競争参加資格について確認されたく、下記の書類を添えて申請します。 

なお、独立行政法人都市再生機構会計実施細則第 331 条及び第 332 条の規定に該当する者でな

いこと、並びに添付書類の内容について事実と相違ないことを誓約します。 

 

記 

 

１ 技術資料（企業の経験及び能力の評価）       ：様式 2-1～様式 2-8（添付資料を含む。） 

２ 技術資料（配置予定者の経験及び能力に係る評価）：様式 3-1～様式 3-2 （添付資料を含む。） 

３ 技術資料（業務の実施体制に係る評価）         ：様式 4-1～様式 4-5（添付資料を含む。） 

 

以 上  

 

登録番号        
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（様式２－１） 

 

会  社  概  要  書 

 

称号又は名称、代表者名 

 

設 立 年 月 日 
 

本  

店 

所在地  

電話番号 

(ＦＡＸ)  
 

最 寄 り 

の 支 店 

営 業 所 

所在地  

電話番号 

(ＦＡＸ) 
 

所在地  

電話番号 

(ＦＡＸ) 
 

所在地  

電話番号 

(ＦＡＸ) 
 

独立行政法人都市機構西

日本地区 

（令５・６年度） 

競争参加資格物品購入等 

登録番号 

登録番号： 

 

注）会社案内等を添付してください。 
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（様式２－２） 

 

業 務 実 績 申 告 書 

（ 請 負 規 模 ） 

 

 

  技術資料提出時点において、過去３年間で清掃業務を請け負った入札説明書２ 

競争参加資格等 １(２)ロに規定する中・高層集合住宅の雑排水管等清掃業務の年

度平均戸数実績は、次のとおりです。 

団 地 数 平 均 戸 数 

      団地        戸 

注１）当該業務に係る年度平均実績を証する書類（契約書の写し等）を添付してくださ

い。 

注２）下請けでの請負経験も含みます。 
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（様式２－３） 

 

業 務 実 績 申 告 書 

（ 継 続 年 数 ） 

 

 

  技術資料提出時点において、入札説明書２ 競争参加資格等 １(２)ロに規定する

合わせて 300 戸以上の中・高層集合住宅のうち、継続年数が最も長いものは、次の

とおりです。 

 

団 地 の 名 称  

団 地 の 所 在 地  

住 宅 の 戸 数  

業務開始年月日  

注１）当該業務の継続年数に係る実績を証する書類（契約書の写し等）を添付してくだ

さい。 

注２）下請けでの請負経験も含みます。 
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（様式２－４） 

 

個人情報保護への取組みに関する申告書 

 

企業としての個人情報保護の体制・取組みについては次のとおりです。 

 

 取 組 状 況 

１  プライバシーマーク又は ISO27001/ISMS を取得済である。 

２  プライバシーマーク又は ISO27001/ISMS を未取得である。 

注）１～２のどちらかを選択（○で囲む）し、１を選択した場合は、認定証の写しを添付

してください。 
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（様式２－５） 

 

 

品質保証 ･品質確保への取組みに関する申告書 

 

 

品質ＩＳＯ認証（ISO9001）に係る取組状況は、次のとおりです。 

 

 取 組 状 況 

１  品質ＩＳＯ認証（ISO9001）を取得済である。 

２  品質ＩＳＯ認証（ISO9001）を未取得である。 

注）１～２のどちらかを選択（○で囲む）し、１を選択した場合は、「認定証の写し」を

添付してください。また、業務の拠点となる管理技術者が所属する事務所を基準に評

価します。 
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（様式２－６） 

 

 

環 境 へ の 配 慮 に 関 す る 申 告 書 

 

 

企業としての環境ＩＳＯ認証（ISO14001）に係る取組状況は、次のとおりです。 

 

 取 組 状 況 

１ 
 環境ＩＳＯ認証（ISO14001）を取得済または環境報告書を公表し

ている。 

２ 
 環境ＩＳＯ認証（ISO14001）を未取得かつ環境報告書を未公表で

ある。 

注）１～２のいずれかを選択（○で囲む）し、１を選択した場合は、「認定証の写し」又

は「環境報告書の写し」を添付してください。 
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（様式２－７） 

 

労 働 関 係 法 規 遵 守 状 況 の 申 告 書 

（障 害 者 雇 用 他） 

 

１ 雇用上の福祉 

  障害者の雇用の促進等に関する法律（昭和 35 年７月 25 日法律第 123 号）に基づ

く障害者雇用率について記載してください。 

障 害 者 雇 用 率          ％ 

 注１）証明する書類（直近のもの）を添付してください。 

 注２）令和６年１月１日時点の法定雇用率を基に評価します。 

 

２ 労働関係法規の遵守状況 

  次の質問事項に該当する場合は「はい」、該当しない場合は「いいえ」に「○」を

付けてください。 

 質    問    事    項 回  答 

1 
過去３年の間に労働基準監督署から、労働基準法、最低賃金法、

男女雇用機会均等法等に係る勧告、公表を受けたことがない。 
はい ・ いいえ 

2 
過去３年の間に労働基準監督署から、不当労働行為に係る救済

命令を受けたことがない。 
はい ・ いいえ 

3 

就業規則を作成し、労働者の過半数を代表する者の意見を付し

て労働基準監督署へ届出を行うとともに社員に対し適正に周知

を行っている。 

はい ・ いいえ 

4 

労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する

基準を遵守するとともに時間外労働について適正に労使間協定

を締結し、労働基準監督署へ届出を行っている。 

はい ・ いいえ 

5 
賃金支払いの５原則、最低賃金法を遵守し、また、賃金不払残業

の解消に努めるなど、賃金について適正に処置している。 
はい ・ いいえ 

6 

安全衛生管理体制を整備し、労働者の危険又は健康障害の防止

に配慮している。また、労働者の健康の保持・増進のため、雇入

れ時及び一般健康診断を適正に実施している。 

はい ・ いいえ 

7 

必要な書類を労働基準監督署、公共職業安定所、社会保険事務

所へ提出し、労働者災害補償保険、雇用保険、健康保険、厚生年

金保険に適正に加入している。 

はい ・ いいえ 

  注）当該業務の請負者として決定された事業者が、質問項目３から７において、「いい

え」に該当する場合には、当社はその是正を求めます。その後の処置状況によって

は、契約を締結しない又は解除することがあります。 
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（様式２－８） 

ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標について適合状況 

 

※１～３の全項目について、該当するものに○を付けてください。 

※それぞれ、該当することを証明する書類（認定通知書の写し・一般事業主行動計画策定・

変更届（都道府県労働局の受領印付）の写し）を添付してください。 

※「ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する外国法人の確認事務取扱要領」第２条に規  

定する同要綱の対象となる外国法人については、様式２-８（2）を使用してください。 

 

１ 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく認定等 

(1) プラチナえるぼしの認定を取得している。 

                   【 該当 ・ 該当しない 】 

(2) えるぼし３段階目の認定を取得しており、かつ、「評価項目３：労働時間等の働き方」

の基準を満たしている。 

                   【 該当 ・ 該当しない 】 

(3) えるぼし２段階目の認定を取得しており、かつ、「評価項目３：労働時間等の働き方」

の基準を満たしている。 

                   【 該当 ・ 該当しない 】 

(4) えるぼし１段階目の認定を取得しており、かつ、「評価項目３：労働時間等の働き方」

の基準を満たしている。 

                   【 該当 ・ 該当しない 】 

(5) 一般事業主行動計画（計画期間が満了していないものに限る。）を策定・届出をして

おり、かつ、常時雇用する労働者が 100 人以下である。 

                   【 該当 ・ 該当しない 】 

２ 次世代育成支援対策推進法に基づく認定 

(1) 「プラチナくるみん認定」を取得している。 

【 該当 ・ 該当しない 】 

(2) 「くるみん認定」（令和４年４月１日以降の基準）を取得している。 

                   【 該当 ・ 該当しない 】 

(3) 「くるみん認定」（平成 29 年４月１日～令和４年３月 31 日までの基準）を取得して

いる。 

                   【 該当 ・ 該当しない 】 

(4) 「トライくるみん認定」を取得している。 

                       【 該当 ・ 該当しない 】 

(5) 「くるみん認定」（平成 29 年３月 31 日までの基準）を取得している。 

                       【 該当 ・ 該当しない 】 

３ 青少年雇用促進法に基づく認定 

「ユースエール認定」を取得している。 

                   【 該当 ・ 該当しない 】 
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（様式２－８（2）） 

ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標について適合状況 

（「ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する外国法人の確認事務取扱要領」第２条に 

規定する同要綱の対象となる外国法人の場合） 

 

※１～３の全項目について、該当するものに○を付けてください。 

※それぞれ、該当することを証明する書類（内閣府男女共同参画局長による認定等相当確

認通知書の写し）を添付してください。 

 

１ 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく認定等 

(1) プラチナえるぼしの認定を取得している。 

                   【 該当 ・ 該当しない 】 

(2) えるぼし３段階目の認定を取得しており、かつ、「評価項目３：労働時間等の働き方」

の基準を満たしている。 

                   【 該当 ・ 該当しない 】 

(3) えるぼし２段階目の認定を取得しており、かつ、「評価項目３：労働時間等の働き方」

の基準を満たしている。 

                   【 該当 ・ 該当しない 】 

(4) えるぼし１段階目の認定を取得しており、かつ、「評価項目３：労働時間等の働き方」

の基準を満たしている。 

                   【 該当 ・ 該当しない 】 

(5) 一般事業主行動計画（計画期間が満了していないものに限る。）を策定・届出をして

おり、かつ、常時雇用する労働者が 100 人以下である。 

                   【 該当 ・ 該当しない 】 

２ 次世代育成支援対策推進法に基づく認定 

(1) 「プラチナくるみん認定」を取得している。 

【 該当 ・ 該当しない 】 

(2) 「くるみん認定」（令和４年４月１日以降の基準）を取得している。 

                   【 該当 ・ 該当しない 】 

(3) 「くるみん認定」（平成 29 年４月１日～令和４年３月 31 日までの基準）を取得して

いる。 

                   【 該当 ・ 該当しない 】 

(4) 「トライくるみん認定」を取得している。 

                       【 該当 ・ 該当しない 】 

(5) 「くるみん認定」（平成 29 年３月 31 日までの基準）を取得している。 

                       【 該当 ・ 該当しない 】 

３ 青少年雇用促進法に基づく認定 

「ユースエール認定」を取得している。 

                   【 該当 ・ 該当しない 】 



 - 11 -

（様式３－１） 

有 資 格 者 に 係 る 申 告 書 

 

 

技術資料提出時点において、建築物環境衛生管理技術者もしくは排水管清掃作業監

督者の資格を有する恒常的な雇用関係を有する社員数は以下のとおりです。 

 

№ 
（ ﾌﾘｶﾞﾅ ） 
氏 名 生年月日 取得年月日 

１ 
（             ） 

 
昭和 

平成 
年  月  日生 

昭和 

平成 

令和 
年  月  日 

２ 
（             ） 

 
昭和 

平成 
年  月  日生 

昭和 

平成 

令和 
年  月  日 

３ 
（             ） 

 
昭和 

平成 
年  月  日生 

昭和 

平成 

令和 
年  月  日 

４ 
（             ） 

 
昭和 

平成 
年  月  日生 

昭和 

平成 

令和 
年  月  日 

５ 
（             ） 

 
昭和 

平成 
年  月  日生 

昭和 

平成 

令和 
年  月  日 

６ 
（             ） 

 
昭和 

平成 
年  月  日生 

昭和 

平成 

令和 
年  月  日 

７ 
（             ） 

 
昭和 

平成 
年  月  日生 

昭和 

平成 

令和 
年  月  日 

８ 
（             ） 

 
昭和 

平成 
年  月  日生 

昭和 

平成 

令和 
年  月  日 

９ 
（             ） 

 
昭和 

平成 
年  月  日生 

昭和 

平成 

令和 
年  月  日 

10 
（             ） 

 
昭和 

平成 
年  月  日生 

昭和 

平成 

令和 
年  月  日 

注１）有資格者であることを証する書類として、資格者証の写しを添付してください。 

注２）恒常的な雇用関係を有することを証する書類として、社員証や健康保険被保険者証等

の写しを添付してください。 

注３）３－２で示す管理技術者もこれに含めることが出来ます。 
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（様式３－２） 

管 理 技 術 者 等 に 係 る 申 告 書 

 

 当該業務の実施に当たっては業務開始前までに直接雇用関係を有する管理技術者

を配置します。管理技術者（予定者を含む）の保有資格、業務経験等は、次のとおり

です。 

１ 管理技術者 

また、電気工事士（予定者を含む）の業務経験等は、次のとおりです。 

２ 電気工事士 

注１）当該申告書の提出により、入札説明書２ 競争参加資格等 １（２）ハの確認とします。 

注２）予定となる者が定まっていない場合は、管理技術者の業務経験に係る加点対象となりません。 

注３）有資格者であることを証する書類として、資格者証の写しを添付してください。 

注４）１ 管理技術者については、直接雇用関係を有することを証する書類として、社員証や健康保険

被保険者証等の写しを添付してください。 

注５）電気工事士は、自社による体制であるか否かを問いません。 

氏名・生年月日 
氏名（ﾌﾘｶﾞﾅ）：   

生年月日：昭和・平成  年  月  日生 

現在の所属・役職 所属：             役職： 

建築物環境衛生管理技術者 

もしくは排水管清掃作業監督

者の資格について 

当該資格：建築物環境衛生管理技術者・ 

排水管清掃作業監督者 

取得時期：昭和・平成・令和  年  月  日 

登録番号：（             ） 

業務経験年数 

（主な業務経験） 

通算     年     ヶ月 

①平成・令和  年  月 ～ 平成・令和  年  月 

業務名称： 

 発注者： 

実施場所： 

 担当内容： 

②平成・令和  年  月 ～ 平成・令和  年  月 

業務名称： 

 発注者： 

実施場所： 

 担当内容： 

氏名・生年月日 
氏名（ﾌﾘｶﾞﾅ）：   

生年月日：昭和・平成  年  月  日生 

現在の所属・役職 所属：             役職： 

電気工事士の取得年月日等 
取得時期：昭和・平成・令和  年  月  日 

登録番号：（             ） 

（いずれか○をする。） 
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（様式４－１） 

緊 急 時 の 対 応 に 係 る 申 告 書 

（到 着 時 間 ・ 実 施 体 制） 

 

当該業務の実施に際し、事故等が発生した場合における緊急事故処理体制は、次の

とおりです。 

通報受付の体制 

（自社による体制の場合） 

連絡先（TEL）： 

対応部署名： 

責任者名： 

体  制：受付者    名、技術者   名、その他    名 

（自社以外の体制の場合） 

連絡先（TEL）： 

対応部署名： 

責任者名： 

体  制：受付者    名、技術者   名、その他    名 

現地対応の体制 

（自社による体制の場合） 

拠点事務所の所在： 

現地到着に要する時間：約      分 

具体的な交通手段： 

（自社以外の体制の場合） 

拠点事務所の住所： 

現地到着に要する時間：約      分 

具体的な交通手段： 

緊急時の対応方法  

緊急事故処理体制は、次のとおりです。 

注１）「自社による体制」とは、①通報受付業務及び現地対応業務を自社において実施する

体制、②自社において既に構築済の通報受付業務又は現地対応業務のいずれかを契約

等により他社の協力を得て実施する体制をいいます。 

注２）「緊急事故処理体制」及び「通報を受けてから現地への所要時間」が確認できる資料

を添付してください。その際、業務実施団地及び緊急時の拠点事務所の所在地が示さ

れた地図等を必ず添付し、図示するなど分かりやすさを心がけてください。 

注３）「緊急時の対応方法」の欄には、緊急事故の通報受付から、出動、現地への到着、現地

対応の流れについて、実施体制も踏まえて、記載してください。 
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（様式４－２） 

安 全 管 理 ･危 機 管 理 体 制 に 係 る 申 告 書 

 

  当該業務の実施に際しての業務従事者との連絡体制及び災害・事故発生時の応援

体制、安全・危機管理体制等は次のとおりです。 

①社内における安全管理・危機管理体制に係る規定等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②当該業務の実施に係る安全管理計画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注）「①社内における安全管理・危機管理体制に係る規定、マニュアル等」及び「②当該業

務の実施に係る安全管理計画」の整備状況について、具体的に記載してください。必

要に応じて、参考資料を添付していただいても構いません。 
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（様式４－３） 

社 内 研 修 体 制 等 に 係 る 申 告 書 

 

  雑排水管等清掃業務に係る能力向上のための社内研修等の実施状況については

次のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注１）社内研修は、自ら企画等（実施を外部委託したもの及び外部の研修であるが勤務命

令として、受講料を全額負担した上で社員が参加したものを含む。）したもので、雑排

水管等清掃業務に関するものを記載し、実施日、研修内容、対象者等が分かる資料を

添付してください。実施していない場合は「なし」と記載してください。 

注２）過去３年間、年１回以上の実績が分かるものを必要に応じて添付して下さい。 
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（様式４－４） 

 

業務マニュアル等の整備に係る申告書 

 

雑排水管等清掃業務に係る能力向上のための業務マニュアル等の整備状況は、次の

とおりです。 

業務マニュアルの概要等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注１）業務マニュアルの整備状況を記載し、主要なマニュアル等を添付してください。 

注２）業務マニュアルが存在しない場合は「なし」と記載してください。 

注３）業務マニュアルにて、①業務の一部始終が把握可能、②写真・図面が随時挿入され

ている、③Ａ４相当で概ね１０ページ以上の文章量があること、を評価基準とします。 
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（様式４－５） 

 

顧客対応向上に資する研修体制及び業務マニュアル等に係る申告書 

 

  顧客対応の向上を図るための社内における研修の実施状況及びマニュアル等の

整備状況は次のとおりです。 

１ 研修の実施状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ マニュアル等の整備状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注１）自ら企画等（実施を外部委託したもの及び外部の研修であるが、勤務命令として、

受講料を全額負担した上で社員が参加したものを含む。）したもので、清掃業務に関

するものを記載し、実施日、研修内容、対象者等が分かる資料を添付してください。 

注２）社内研修等を行っていない場合は「なし」と記載してください。 

 



 別冊２  

 

 

 

 

ＵＲ賃貸住宅雑排水管等清掃業務 

（男山団地他２団地） 
（共同企業体用） 

 

 

技術資料等作成様式集 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

独立行政法人都市再生機構業務受託者 

株式会社ＵＲコミュニティ 京都住まいセンター 
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（様式１－１） 

本競争に必要な「役務提供」の登録状況（申請日時点）：以下、該当箇所の□をチェック及び記載のとおり 

□申請中⇒□新規又は更新 □工種等又は地区追加（該当する場合、登録番号を記載）     

□済⇒有資格者名簿等の該当部分を提出又は登録番号を記載       

 

競争参加資格確認申請書 

                                                    令和    年    月    日 

   

独立行政法人都市再生機構業務受託者 

株式会社ＵＲコミュニティ 京都住まいセンター 

      センター長   尾上 将之  殿 

 

                                           住        所 

                                           商号又は名称 

                                           代表者氏名                                    

（共同体の場合は、以下のように記入する） 

住    所：共同体事業所の所在地 

商号又は名称：○○○○共同体 

代表者氏名      ：△△株式会社 代表取締役 △△  

××株式会社 代表取締役 ××  

 

令和６年４月 10 日付で公示のありましたＵＲ賃貸住宅雑排水管等清掃業務（男山団地他２団

地）に係る競争参加資格について確認されたく、下記の書類を添えて申請します。 

なお、独立行政法人都市再生機構会計実施細則第 331 条及び第 332 条の規定に該当する者でな

いこと、並びに添付書類の内容について事実と相違ないことを誓約します。 

 

記 

 

１ 技術資料（企業の経験及び能力の評価）   ：様式 2-1～様式 2-8（添付資料を含む。） 

２ 技術資料（配置予定者の経験及び能力に係る評価）：様式 3-1～様式 3-2 （添付資料を含む。） 

３ 技術資料（業務の実施体制に係る評価） ：様式 4-1～様式 4-5（添付資料を含む。） 

以 上  

登録番号        
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（様式１－２） 

 

競争参加資格審査申請書（共同企業体） 

 

貴支社等で行われるＵＲ賃貸住宅雑排水管等清掃業務（男山団地他２団地）に係

る競争に参加する資格の審査を申請します。 

なお、この申請書及び添付書類の内容については、事実と相違ないことを誓約し

ます。 

 

登録等を受けている事業 

（会社名）                   

登録事業名 登録番号 登録年月日 登録事業名 登録番号 登録年月日 

 第  号 年 月 日  第  号 年 月 日 

 

 

登録等を受けている事業 

（会社名）                   

登録事業名 登録番号 登録年月日 登録事業名 登録番号 登録年月日 

 第  号 年 月 日  第  号 年 月 日 

 

令和  年  月  日 

独立行政法人都市再生機構業務受託者 

株式会社ＵＲコミュニティ 京都住まいセンター 

センター長 尾上 将之 殿 

 

共同体名：                      

（代表者） 住    所 

商号又は名称 

代表者氏名                 印 

担当者氏名 

電   話 

Ｆ Ａ Ｘ 

 

（構成員） 住    所 

商号又は名称 

代表者氏名                  印 

 

注）当社が定める様式による共同体協定書の写しを添付してください。 
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（様式２－１） 

 

会  社  概  要  書 

 

（共同体の） 

称号又は名称、代表者名 

 

（共同体代表者の） 

設 立 年 月 日 

 

共同体の

事業所 

所在地  

電話番号 

(ＦＡＸ)  
 

共同体 

代表者の 

最 寄 り 

の 支 店 

営 業 所 

所在地  

電話番号 

(ＦＡＸ) 
 

所在地  

電話番号 

(ＦＡＸ) 
 

所在地  

電話番号 

(ＦＡＸ) 
 

独立行政法人都市機構西

日本地区 

（令５・６年度） 

競争参加資格物品購入等 

登録番号 

登録番号： 

注）共同体構成員の会社案内等を添付してください。
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（様式２－２） 

 

 

業 務 実 績 申 告 書 

（ 請 負 規 模 ） 

 

 

  技術資料提出時点において、過去３年間で継続して請け負った入札説明書２ 競

争参加資格等 １(２)ロに規定する中・高層集合住宅の雑排水管等清掃業務の年

度平均戸数実績は、次のとおりです。 

 

団 地 数 平 均 戸 数 

      団地        戸 

注１）当該業務に係る年度平均実績を証する書類（契約書の写し等）を添付してくださ

い。 

注２）構成員の請負実績を足し合わせた数値を記載してください。 

注３）下請けでの請負経験も含みます。 
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（様式２－３） 

 

業 務 実 績 申 告 書 

（ 継 続 年 数 ） 

 

 

  技術資料提出時点において、入札説明書２ 競争参加資格等 １(２)ロに規定す

る合わせて 300 戸以上の中・高層集合住宅のうち、継続年数が最も長いものは、

次のとおりです。 

 

実 績 を 有 す る 

構 成 員 名 
 

団 地 の 名 称  

団 地 の 所 在 地  

住 宅 の 戸 数  

業務開始年月日  

注１）当該業務の継続年数に係る実績を証する書類（契約書の写し等）を添付してく

ださい。 

注２）下請けでの請負経験も含みます。 
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（様式２－４） 

 

個人情報保護への取組みに関する申告書 

 

企業としての個人情報保護の体制・取組みについては次のとおりです。 

 

構 成 員 名 

 

１  プライバシーマーク又は ISO27001/ISMS を取得済である。 

２  プライバシーマーク又は ISO27001/ISMS を未取得である。 

注１）１～２のどちらかを選択（○で囲む）し、１を選択した場合は、認定証の写しを

添付してください。 

注２）構成員ごと（全て）の取組み状況を記載してください。 



 - 7 -

（様式２－５） 

 

品質保証･品質確保への取組みに関する申告書  

 

 

品質ＩＳＯ認証（ISO9001）に係る取組状況は、次のとおりです。 

 

 取 組 状 況 

１  品質ＩＳＯ認証（ISO9001）を取得済である。 

２  品質ＩＳＯ認証（ISO9001）を未取得である。 

注）１～２のどちらかを選択（○で囲む）し、１を選択した場合は、「認定証の写し」

を添付してください。また、業務の拠点となる管理技術者が所属する事務所を基準に

評価します。 
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（様式２－６） 

 

環 境 へ の 配 慮 に 関 す る 申 告 書 

 

 

企業としての環境ＩＳＯ認証（ISO14001）に係る取組状況は、次のとおりです。 

 

 取 組 状 況 

構成員名  

１ 
 環境ＩＳＯ認証（ISO14001）を取得済または環境報告書を公表し

ている。 

２ 
 環境ＩＳＯ認証（ISO14001）を未取得かつ環境報告書を未公表で

ある。 

注１）１～２のどちらかを選択（○で囲む）し、１を選択した場合は、「認定証の写し」

又は「環境報告書の写し」を添付してください。 

注２）構成員ごと（全て）の取組み状況を記載してください。 
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（様式２－７） 

労 働 関 係 法 規 遵 守 状 況 の 申 告 書 

（障 害 者 雇 用 他） 

構成員名  

１ 雇用上の福祉 

  障害者の雇用の促進等に関する法律（昭和 35 年７月 25 日法律第 123 号）に基

づく障害者雇用率ついて記載してください。 

障 害 者 雇 用 率          ％ 

注１）証明する書類を添付してください。 

注２）構成員ごと（全て）の取組み状況を記載してください（２も同じ）。 

注３）令和６年１月１日時点の法定雇用率を基に評価します。 

 

２ 労働関係法規の遵守状況 

  次の質問事項に該当する場合は「はい」、該当しない場合は「いいえ」に「○」

を付けてください。 

 質    問    事    項 回  答 

1 
過去３年の間に労働基準監督署から、労働基準法、最低賃金法、

男女雇用機会均等法等に係る勧告、公表を受けたことがない。 
はい ・ いいえ 

2 
過去３年の間に労働基準監督署から、不当労働行為に係る救済

命令を受けたことがない。 
はい ・ いいえ 

3 

就業規則を作成し、労働者の過半数を代表する者の意見を付し

て労働基準監督署へ届出を行うとともに社員に対し適正に周

知を行っている。 

はい ・ いいえ 

4 

労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関す

る基準を遵守するとともに時間外労働について適正に労使間

協定を締結し、労働基準監督署へ届出を行っている。 

はい ・ いいえ 

5 
賃金支払いの５原則、最低賃金法を遵守し、また、賃金不払残

業の解消に努めるなど、賃金について適正に処置している。 
はい ・ いいえ 

6 

安全衛生管理体制を整備し、労働者の危険又は健康障害の防止

に配慮している。また、労働者の健康の保持・増進のため、雇

入れ時及び一般健康診断を適正に実施している。 

はい ・ いいえ 

7 

必要な書類を労働基準監督署、公共職業安定所、社会保険事務

所へ提出し、労働者災害補償保険、雇用保険、健康保険、厚生

年金保険に適正に加入している。 

はい ・ いいえ 

  注）当該業務の請負者として決定された事業者が、質問項目３から７において、「い

いえ」に該当する場合には、当社はその是正を求めます。その後の処置状況によっ

ては、契約を締結しない又は解除することがあります。 
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（様式２－８） 

ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標について適合状況 

 

 

※構成員ごと（全て）の取組み状況を記載してください。 

※１～３の全項目について、該当するものに○を付けてください。 

※それぞれ、該当することを証明する書類（認定通知書の写し・一般事業主行動計画策定・

変更届（都道府県労働局の受領印付）の写し）を添付してください。 

※「ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する外国法人の確認事務取扱要領」第２条に

規定する同要綱の対象となる外国法人については、様式２-８（2）を使用してください。 

１ 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく認定等 

(1) プラチナえるぼしの認定を取得している。 

                     【 該当 ・ 該当しない 】 

(2) えるぼし３段階目の認定を取得しており、かつ、「評価項目３：労働時間等の働き

方」の基準を満たしている。 

                     【 該当 ・ 該当しない 】 

(3) えるぼし２段階目の認定を取得しており、かつ、「評価項目３：労働時間等の働き

方」の基準を満たしている。 

                     【 該当 ・ 該当しない 】 

(4) えるぼし１段階目の認定を取得しており、かつ、「評価項目３：労働時間等の働き

方」の基準を満たしている。 

                     【 該当 ・ 該当しない 】 

(5) 一般事業主行動計画（計画期間が満了していないものに限る。）を策定・届出をし

ており、かつ、常時雇用する労働者が 100 人以下である。 

                     【 該当 ・ 該当しない 】 

２ 次世代育成支援対策推進法に基づく認定 

(1) 「プラチナくるみん認定」を取得している。 

                     【 該当 ・ 該当しない 】 

(2) 「くるみん認定」（令和４年４月１日以降の基準）を取得している。 

                     【 該当 ・ 該当しない 】 

(3) 「くるみん認定」（平成 29 年４月１日～令和４年３月 31 日までの基準）を取得し

ている。 

                     【 該当 ・ 該当しない 】 

(4) 「トライくるみん認定」を取得している。 

                     【 該当 ・ 該当しない 】 

３ 青少年雇用促進法に基づく認定 

「ユースエール認定」を取得している。 

                     【 該当 ・ 該当しない 】 

 

構成員名  
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（様式２－８（2）） 

ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標について適合状況 

（「ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する外国法人の確認事務取扱要領」第２条に規定する同要綱の

対象となる外国法人の場合） 

構成員名  

※構成員ごと（全て）の取組み状況を記載してください。 

※１～３の全項目について、該当するものに○を付けてください。 

※それぞれ、該当することを証明する書類（内閣府男女共同参画局長による認定等相当確認通知書

の写し）を添付してください。 

１ 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく認定等 

(1) プラチナえるぼしの認定に相当している。 

                     【 該当 ・ 該当しない 】 

(2) えるぼし３段階目の認定に相当しており、かつ、「評価項目３：労働時間等の働き方」の基

準を満たしている。 

                     【 該当 ・ 該当しない 】 

(3) えるぼし２段階目の認定に相当しており、かつ、「評価項目３：労働時間等の働き方」の基

準を満たしている。 

                     【 該当 ・ 該当しない 】 

(4) えるぼし１段階目の認定に相当しており、かつ、「評価項目３：労働時間等の働き方」の基

準を満たしている。 

                     【 該当 ・ 該当しない 】 

(5) 一般事業主行動計画（計画期間が満了していないものに限る。）を策定している状態に相当

しており、かつ、常時雇用する労働者が 100 人以下である。 

                     【 該当 ・ 該当しない 】 

２ 次世代育成支援対策推進法に基づく認定 

(1) 「プラチナくるみん認定」に相当している。 

                          【 該当 ・ 該当しない 】 

(2) 「くるみん認定」（令和４年４月１日以降の基準）に相当している。 

                     【 該当 ・ 該当しない 】 

(3) 「くるみん認定」（平成 29 年４月１日～令和４年３月 31 日までの基準）に相当している。 

                     【 該当 ・ 該当しない 】 

(4) 「トライくるみん認定」に相当している。 

                          【 該当 ・ 該当しない 】 

(5) 「くるみん認定」（平成 29 年３月 31 日までの基準）に相当している。 

                          【 該当 ・ 該当しない 】 

３ 青少年雇用促進法に基づく認定 

「ユースエール認定」に相当している。 

                     【 該当 ・ 該当しない 】 
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（様式３－１） 

有 資 格 者 に 係 る 申 告 書 

 

 

技術資料提出時点において、建築物環境衛生管理技術者もしくは排水管清掃作業

監督者の資格を有する恒常的な雇用関係を有する社員数は以下のとおりです。 

 

№ 
（ ﾌﾘｶﾞﾅ ） 
氏 名 生年月日 取得年月日 

１ 
（             ） 

 
昭和 

平成 
年  月  日生 

昭和 

平成 

令和 
年  月  日 

２ 
（             ） 

 
昭和 

平成 
年  月  日生 

昭和 

平成 

令和 
年  月  日 

３ 
（             ） 

 
昭和 

平成 
年  月  日生 

昭和 

平成 

令和 
年  月  日 

４ 
（             ） 

 
昭和 

平成 
年  月  日生 

昭和 

平成 

令和 
年  月  日 

５ 
（             ） 

 
昭和 

平成 
年  月  日生 

昭和 

平成 

令和 
年  月  日 

６ 
（             ） 

 
昭和 

平成 
年  月  日生 

昭和 

平成 

令和 

年  月  日 

７ 
（             ） 

 
昭和 

平成 
年  月  日生 

昭和 

平成 

令和 
年  月  日 

８ 
（             ） 

 
昭和 

平成 
年  月  日生 

昭和 

平成 

令和 
年  月  日 

９ 
（             ） 

 
昭和 

平成 
年  月  日生 

昭和 

平成 

令和 
年  月  日 

10 
（             ） 

 
昭和 

平成 
年  月  日生 

昭和 

平成 

令和 
年  月  日 

注１）有資格者であることを証する書類として、資格者証の写しを添付してください。 

注２）恒常的な雇用関係を有することを証する書類として、社員証や健康保険被保険者証等

の写しを添付してください。 

注３）３－２で示す管理技術者もこれに含めることが出来ます。 
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（様式３－２） 

管 理 技 術 者 等 に 係 る 申 告 書 

 

 当該業務の実施に当たっては、業務開始前までに直接雇用関係を有する管理技術者を配置しま

す。管理技術者（予定者を含む）の保有資格、業務経験等は、次のとおりです。 

１ 管理技術者 

 また、電気工事士（予定者を含む）の業務経験等は、次のとおりです。 

２ 電気工事士 

注１）当該申告書の提出により、入札説明書２ 競争参加資格等 １（２）ハの確認とします。 

注２）予定となる者が定まっていない場合は、管理技術者の業務経験に係る加点対象となりません。 

注３）有資格者であることを証する書類として、資格者証の写しを添付してください。 

注４）１ 管理技術者については、直接雇用関係を有することを証する書類として、社員証や健康保

険被保険者証等の写しを添付してください。 

注５）電気工事士は、自社による体制であるか否かを問いません。 

構成員名  

氏名・生年月日 
氏名（ﾌﾘｶﾞﾅ）：           （         ） 

生年月日：昭和・平成  年  月  日生 

現在の所属・役職 所属：             役職： 

建築物環境衛生管理技術者 

もしくは排水管清掃作業監督

者の資格について 

当該資格：建築物環境衛生管理技術者・ 

排水管清掃作業監督者 

取得時期：昭和・平成・令和  年  月  日 

登録番号：（             ） 

業務経験年数 

（主な業務経験） 

通算     年     ヶ月 

①平成・令和  年  月 ～ 平成・令和  年  月 

業務名称： 

 発注者： 

実施場所： 

 担当内容： 

②平成・令和  年  月 ～ 平成・令和  年  月 

業務名称： 

 発注者： 

実施場所： 

 担当内容： 

氏名・生年月日 
氏名（ﾌﾘｶﾞﾅ）：   

生年月日：昭和・平成  年  月  日生 

現在の所属・役職 所属：             役職： 

電気工事士の取得年月日等 
取得時期：昭和・平成・令和  年  月  日 

登録番号：（             ） 

（いずれか○をする。） 
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（様式４－１） 

緊 急 時 の 対 応 に 係 る 申 告 書 

（到 着 時 間 ・ 実 施 体 制） 

 

当該業務の実施に際し、事故等が発生した場合における緊急事故処理体制は、次の

とおりです。 

通報受付の体制 

（自社による体制の場合） 

連絡先（TEL）： 

対応部署名： 

責任者名： 

体  制：受付者    名、技術者   名、その他    名 

（自社以外の体制の場合） 

連絡先（TEL）： 

対応部署名： 

責任者名： 

体  制：受付者    名、技術者   名、その他    名 

現地対応の体制 

（自社による体制の場合） 

拠点事務所の所在： 

現地到着に要する時間：約      分 

具体的な交通手段： 

（自社以外の体制の場合） 

拠点事務所の住所： 

現地到着に要する時間：約      分 

具体的な交通手段： 

緊急時の対応方法  

緊急事故処理体制は、次のとおりです。 

注１）「自社による体制」とは、①通報受付業務及び現地対応業務を構成員において実施す

る体制、②構成員において既に構築済の通報受付業務又は現地対応業務のいずれか

を契約等により構成員以外の他社の協力を得て実施する体制をいいます。 

注２）「緊急事故処理体制」及び「通報を受けてから現地への所要時間」が確認できる資料

を添付してください。その際、業務実施団地及び緊急時の拠点事務所の所在地が示さ

れた地図等を必ず添付し、図示するなど分かりやすさを心がけてください。 

注３）「緊急時の対応方法」の欄には、緊急事故の通報受付から、出動、現地への到着、現

地対応の流れについて、実施体制も踏まえて、記載してください。 
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（様式４－２） 

安 全 管 理 ･危 機 管 理 体 制 に 係 る 申 告 書 

 

  当該業務の実施に際しての業務従事者との連絡体制及び災害・事故発生時の応

援体制、安全・危機管理体制等は次のとおりです。 

①社内における安全管理・危機管理体制に係る規定等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②当該業務の実施に係る安全管理計画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注）「①社内における安全管理・危機管理体制に係る規定、マニュアル等（代表者のものを

記載）」及び「②当該業務の実施に係る安全管理計画」の整備状況について、具体的に記

載してください。必要に応じて、参考資料を添付していただいても構いません。 
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（様式４－３） 

社 内 研 修 体 制 等 に 係 る 申 告 書 

 

  雑排水管等清掃業務に係る能力向上のための社内研修等の実施状況については

次のとおりです。 

構成員名 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注１）社内研修は、自ら企画等（実施を外部委託したもの及び外部の研修であるが勤務命

令として、受講料を全額負担した上で社員が参加したものを含む。）したもので、雑

排水管等清掃業務に関するものを記載し、実施日、研修内容、対象者等が分かる資料

を添付してください。実施していない場合は「なし」と記載してください。また、代

表者のものを記載して下さい。 

注２）過去３年間、年１回以上の実績が分かるものを必要に応じて添付して下さい。 

注３）構成員ごと（全て）に記載してください。 
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（様式４－４） 

 

業務マニュアル等の整備に係る申告書 

 

雑排水管等清掃業務に係る能力向上のための業務マニュアル等の整備状況は、次

のとおりです。 

構成員名 

 

業務マニュアルの概要等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注１）業務マニュアルの整備状況を記載し、主要なマニュアル等を添付してください。 

注２）業務マニュアルが存在しない場合は「なし」と記載してください。 

注３）業務マニュアルにて、①業務の一部始終が把握可能、②写真・図面が随時挿入され

ている、③Ａ４相当で概ね１０ページ以上の文章量があること、を評価基準とします。 

注４）構成員ごと（全て）に記載してください。 
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（様式４－５） 

 

顧客対応向上に資する研修体制及び業務マニュアル等に係る申告書 

 

  顧客対応の向上を図るための社内における研修の実施状況及びマニュアル等の

整備状況は次のとおりです。 

構成員名 

 

１ 研修の実施状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ マニュアル等の整備状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注１）自ら企画等（実施を外部委託したもの及び外部の研修であるが、勤務命令として、

受講料を全額負担した上で社員が参加したものを含む。）したもので、清掃業務に関

するものを記載し、実施日、研修内容、対象者等が分かる資料を添付してください。 

注２）社内研修等を行っていない場合は「なし」と記載してください。 

注３）構成員ごと（全て）に記載してください。 


